
独立行政法人日本スポーツ振興センター公示 投第１４４号

　平成２５年９月２日付け独立行政法人日本スポーツ振興センター公示投第１４０号、

平成２５年９月１８日付け同第１４２号及び平成２５年１０月１日付け同第１４３号に

ついて、スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則（平成１０年文部省令第３９

号）第３条第３項の規定に基づき、公示内容を次のとおり追加及び変更することとしま

したので、公示します。

平成２５年１０月１８日

 　　　独立行政法人日本スポーツ振興センター

     　理　事　長 　 河　野 　一　郎

○変更内容

＜変更前＞

　９　その他

　　　発売及び払戻しは全国

＜変更後＞

　９　１等の払戻金の最高限度額について本センターが定める金額

　　（１）ＢＩＧ

　　　　一口３００円に対し、３億円（加算金のあるときにあっては、６億円）

　　（２）ＢＩＧ１０００

　　　　一口２００円に対し、２億円（加算金のあるときにあっては、４億円）

　　（３）ｍｉｎｉ ＢＩＧ

　　　　一口２００円に対し、２億円（加算金のあるときにあっては、４億円）

　　（４）ｔｏｔｏ

　　　　一口１００円に対し、１億円（加算金のあるときにあっては、２億円）

　　（５）ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ　Ａ組

　　　　一口１００円に対し、１億円（加算金のあるときにあっては、２億円）

　　（６）ｍｉｎｉ ｔｏｔｏ　Ｂ組

　　　　一口１００円に対し、１億円（加算金のあるときにあっては、２億円）

　　（７）ｔｏｔｏＧＯＡＬ３

　　　　一口１００円に対し、１億円（加算金のあるときにあっては、２億円）

　１０　その他

　　　発売及び払戻しは全国

スポーツ振興くじ（第６５７回～第６６３回）の試合の指定に係る変更の公示


